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掲示文書一覧（市長分） 令和7年7月24日

種別 番号 題　　名 主　管　課

告示 412
姫路市国民健康保険料の滞納処分に係る差押調書（謄本）の公示送
達について

国民健康保険課

公告 419 制限付一般競争入札について 美化業務課

公告 420
姫路市行政手続のオンライン化支援業務委託に係る公募型プロポー
ザルの実施について

デジタル戦略室

【 閲覧用 】
持ち帰り厳禁



                         姫路市告示第 ４１２号  

                         令和 ７年 ７月２４日  

 

                      姫路市長  清 元 秀 泰    

 

姫路市国民健康保険料の滞納処分に係る差押調書（謄本）の公示送

達について 

 

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条の規定により準用される地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、下記書類を保管し

ているので、いつでもその送達を受けるべき者に交付します。 

 

                  記 

 

１ 送達を受けるべき者の最終確認住所及び氏名 

  姫路市御国野町国分寺６８３番地４ 

  永田 秀樹 

 

２ 送達すべき書類 

姫路市国民健康保険料の滞納処分に係る差押調書（謄本） 
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姫路市公告第 ４１９号 

令和 ７年 ７月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

制限付一般競争入札について 

 

公衆喫煙所（姫路駅前）賃貸借業務について制限付一般競争入札により契約を締結

するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規

定により下記のとおり公告する。 

記 

 

１ 入札に付する事項 

⑴  業務名  

公衆喫煙所（姫路駅前）賃貸借業務 

⑵ 業務場所 

姫路市駅前町１９５－９番外 

⑶ 賃貸借期間 

 令和８年（2026年）４月１日から令和１３年（2031年）３月３１日まで 

⑷ 業務内容 

喫煙者の喫煙場所の確保と分煙による受動喫煙防止を図るために、喫煙所建屋等

の借り受けに係る仕様書記載のとおり。 

⑸ 最低制限価格  

無  

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 
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⑴ 姫路市入札参加資格制限基準（平成２５年３月２５日制定）の規定による資格

制限（以下「入札参加資格制限」という。）を受けていない者であること。 

⑵ 姫路市が行う建設工事等の契約からの暴力団排除に関する要綱（平成２５年４ 

 月１日制定。以下「暴力団排除要綱」という。）第３条に定める排除対象業者に 

該当していない者であること。 

⑶ 競争入札の参加資格等について（平成２３年姫路市告示第４０８号）第５項の

規定により業者登録名簿に登録され、かつ、次の全てに該当する者であること。 

ア 法人格を有する者 

イ 業者登録名簿の役務提供業種のうち、業種「リース、レンタル」の詳細業種

「仮設建物」において登録がある者 

ウ 姫路市税（納税義務がある場合に限る。）、消費税及び地方消費税並びに法

人税に滞納がない者 

エ 公告の日から落札決定の日までの間において、次の全てに該当する者である

こと。 

(ｱ) 姫路市登録業者指名停止等措置要綱（昭和６２年６月２５日制定）の規

定による指名停止（以下「指名停止」という。）を受けていない者 

(ｲ) 指名停止の措置要件に該当しない者 

オ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て（

同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において更

生手続開始の申立てを含む。以下同じ。）がなされていない者（国土交通省の

一般競争参加資格の再認定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１

１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者（国

土交通省の一般競争参加資格の再認定を受けている者を除く。） 

カ 入札に参加しようとする者の間に次の(ｱ)から(ｳ)までのいずれにも該当する

関係がない者 

(ｱ) 資本関係 

次のいずれかに該当する２者の場合をいう。ただし、子会社（会社法（平
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成１７年法律第８６号）第２条第３号に規定する子会社をいう。以下同じ。

）若しくは子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以

下「更生会社」という。）又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続

が存続中の会社である場合を除く。 

a 親会社（会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。）

と子会社の関係にある場合 

b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

(ｲ) 人的関係 

次のいずれかに該当する２者の場合をいう。ただし、a については、会社

の一方が更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中

の会社である場合を除く。 

a 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

b 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事

再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場

合 

(ｳ) その他入札の適正さが阻害されると認められる関係 

次のいずれかに該当する２者の場合をいう。 

a 組合とその組合員 

b 一方の会社の代表者と他方の会社の代表者とが、夫婦の関係である場合 

 

３ 制限付一般競争入札参加申込書等の配布の期間及び場所 

配布期間  公告の日から令和７年（2025年）８月４日まで  

配布場所  姫路市役所ホームページで提供する。  

 

４ 入札参加申込み及び入札参加資格の審査  

⑴ 本制限付一般競争入札に参加しようとする者（以下「参加希望者」という。）

は、次号に示す受付期間及び申込書の提出先に、次に掲げる全ての書類を持参又
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は郵送により提出し、第２項に掲げる入札に参加する者に必要な資格（以下「入

札参加資格」という。）の審査を受けなければならない。  

ア 制限付一般競争入札参加申込書（様式第１号）  

イ 第２項第３号ウに規定する税目について未納がないことの納税証明書（公告

日以後に取得したものの原本） 

ウ 関連企業申告書（様式第２号） 

⑵ 入札参加申込みの方法、受付期間及び申込書の提出先 

申込方法  持参又は郵送（書留郵便等の配達の記録が確認できるものに

限る。） 

受付期間  令和７年（2025年）７月２４日から同年８月４日まで（姫路

市の休日を定める条例（平成２年姫路市条例第１５号）第２条

第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。

）を除く。）の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５

時（最終日にあっては、午後４時）まで（郵送の場合にあって

は、同日午後４時必着とする。） 

申込書の提出

先  

〒６７０－８５０１  

姫路市安田四丁目１番地  

農林水産環境局美化部美化業務課（以下「美化業務課」とい

う。）（姫路市役所 東館２階） 

⑶  姫路市は、提出された書類により入札参加資格の審査を行い、その結果は令

和７年（2025年）８月５日を目途に、競争参加資格確認通知書（以下「確認通

知書」という。）により通知する。確認通知書は、住所地に送付する。あわせ

て、入札参加資格を有する業務の入札書及び委任状も同封し、送付する。 

⑷  入札参加資格がないと認めた参加希望者には、確認通知書にその理由を記載

する。  

⑸  参加希望者は、入札参加資格がないと認めた理由について、姫路市に対し、説

明を求めることができる。その場合には、令和７年（2025）８月１９日午後４時ま
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でに、入札参加資格がないと認めたことに対する理由を請求する旨を、書面又は電

子メール（送信先：bikagyomu@city.himeji.lg.jp）にて、美化業務課に提出する

こと。期日までに当該請求があった場合は、姫路市はこれに対し、速やかに回答す

る。 

⑹ 書類の作成に係る費用は、参加希望者の負担とする。  

⑺ 提出された書類は、返却しない。  

 

５ 質問  

仕様書等に関して質問しようとするときは、次に掲げる期間内に、質問書（様式

第３号）に質問事項を記載し、ファイル名を入札参加者の商号又は名称に変更の上

、次のメールアドレス宛てに添付ファイルとして電子メールで送信すること。また

、電子メールの件名は、質問に係る業務の区分に応じ、「質問書 公衆喫煙所（姫

路駅前）賃貸借業務」を記載すること。質問書の内容に入札参加者名を特定できる

記載があるときは、回答しない。 

なお、質問を行うことができるのは、入札参加資格を有すると認める旨の確認通

知書を受領した者に限る。 

質問受付期間 令和７年（2025年）８月５日から同年８月１９日午後４時まで 

送信先  bikagyomu@city.himeji.lg.jp 

回答方法  令和７年（2025年）８月２６日午前９時までに姫路市ホームペ

ージに順次掲載する。 

   

６ 契約条項を示す期間及び場所 

契約条項を示す

期間 

公告の日から令和７年（2025年）８月２９日まで 

契約条項を示す

場所 

美化業務課  
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７ 入札及び開札の日時及び場所 

  本公告の入札は、次のとおり行うものとする。 

 ⑴ 日時 

入札日時 令和７年（2025年）８月２９日午後２時００分 

 ⑵ 場所 

入札場所 入札室（姫路市役所 東館１階） 

 

８ 入札保証金及び契約保証金等に関する事項  

⑴ 入札保証金は、免除する。 

⑵ 契約保証金を納付すること。ただし、姫路市契約規則第２９条第１項（昭和６

２年姫路市規則第２９号）に該当する場合、契約保証金の納付を免除することが

ある。 

 

９ スケジュール 

期日等 内容 

令和７年７月２４日（木） 入札の公告、仕様書等の提示 

令和７年７月２４日（木） 一般競争入札参加申込の受付開始 

令和７年８月４日（月）午後４時 一般競争入札参加申込の受付締切 

令和７年８月５日（火）頃 確認通知書の送付 

確認通知書受領後 質問の受付開始 

令和７年８月１９日（火）午後４時 質問の受付締切 

令和７年８月２６日（火）午前９時 質問に対する回答 

令和７年８月２９日（金）午後２時 入札・開札 

令和７年９月８日（月） 契約締結（予定） 

 

１０ 入札に関する事項  
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⑴ 入札方法等 

ア 入札書は指定の様式を使用すること。 

イ 入札書及び封筒に業務名等を記入し、封筒は密封すること。また、代理の場

合は、委任状を入札書と同封すること。  

ウ 入札書へは、業者登録申請時に届出の代表者印又は受任者使用印を押印する

こと。  

エ 入札書の日付は、入札書の記入日を記載すること。  

オ 入札を辞退する場合は、事前に理由を付した辞退届を提出すること。  

なお、参加辞退届を提出した後は、参加辞退届を撤回することはできない。 

⑵ 入札に関する条件等  

ア 入札書に記載する金額は、一円単位とすること。  

イ 入札及び開札には必ず出席すること。郵便及び電話による入札は、認めない。 

ウ 消費税及び地方消費税の課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、 

消費税及び地方消費税相当額を含まない契約希望金額を入札書に記載すること。 

エ 一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。  

 ⑶ 関係法令の遵守  

入札参加者は、刑法（明治４０年法律第４５号）及び私的独占の禁止及び公正

取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）を遵守し、入札の公正性及

び公平性を害する行為を行わないこと。  

 

１１ 入札の無効に関する事項  

次に掲げる入札は、無効とする。 

 ⑴ 入札書が所定の日時までに提出されない入札 

⑵ 入札参加資格があると認定された確認通知書のない者がした入札、虚偽の内容

を記載した制限付一般競争入札参加申込書等により入札参加を認められた者がし

た入札その他入札参加資格のない者のした入札  

⑶ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札 
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⑷ 同一事項の入札について、他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者 

の入札 

⑸ 談合その他不正な行為によってなされたと認められる入札 

⑹ 再度入札における入札金額が、初回の入札金額と同額又はこれを超えた入札 

⑺ 入札書に記名押印のない入札 

⑻ 入札書中、必要な文字を欠き、又は判読できない入札 

⑼ 金額を訂正した入札 

⑽ 委任のある場合は、代理人の氏名若しくは押印のない入札書による入札又は委

任状のない入札 

⑾ 前項第２号アからウまでに規定する入札に関する条件等に違反する入札 

 

１２ 落札者の決定  

⑴ 予定価格の制限の範囲内で入札を行った者のうち、最低の価格をもって入札し

た者を落札者と決定する。ただし、その者により当該契約の内容に適合した履行

がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な

取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるとき等、契約の相手方として著しく不

適当であるときは、その者を落札者としないことがある。 

⑵ 落札者となるべき同価格の入札をした者が２者以上あるときは、くじによって

落札者を決定する。この場合において、落札者となるべき同価格の入札をした者

は、くじを辞退することはできない。  

 

１３ 再度入札に関する事項  

⑴ 再度入札の回数は２回とし、初回の入札において落札者がない場合は、直ちに

再度の入札を行う。 

⑵ 再度入札には、前の入札において入札に参加しなかった者及び無効とされた者

は参加できない。 
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１４ その他  

⑴ 提出する書類の作成経費、旅費等の諸経費は、参加者の負担とする。 

⑵ 予定価格は、非公表とする。  

⑶ 落札者が、正当な理由なく辞退した場合は、指名停止を行うことがある。 

⑷ 落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加資格制限若しくは排除

対象者に該当し、又は指名停止を受けた場合は、契約を締結しないことがある。 

⑸ 入札の結果については、全ての入札者について公表する。 

⑹ 落札者は、契約の締結までに、暴力団排除要綱様式第３号に定める暴力団排除

に関する誓約書を市長に提出しなければならない。 

⑺ 本業務についての説明会は、実施しない。 

⑻ 本契約手続において使用する言語は日本語、単位は計量法（平成４年法律第５

１号）に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。 

⑼ 本業務の契約約款（案）は、別に示すとおりとする。 

 

１５ 担当課 

〒６７０－８５０１ 姫路市安田四丁目１番地 

美化業務課  

電 話 ０７９－２２１－２４０３ 

ＦＡＸ ０７９－２２１－２４０８ 



姫路市公告第 ４２０号 

令和 ７年 ７月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市行政手続のオンライン化支援業務委託に係る公募型プロポー

ザルの実施について 

 

標記の件について、下記のとおり公告する。 

 

                  記 

１ プロポーザルに付する事項 

⑴ 業務名 

姫路市行政手続のオンライン化支援業務委託 

⑵ 業務の概要 

「姫路市行政手続のオンライン化支援業務要求水準書」による。 

⑶ 履行場所 

姫路市の指定する場所 

⑷ 業務期間 

契約を締結した日から令和８年３月３１日まで 

⑸ 提案上限金額 

  ２８，０００千円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

 

２ プロポーザルの実施 

⑴ 本件は、姫路市行政手続のオンライン化支援業務委託公募型プロポーザル募集

要項に基づき実施する。 

  姫路市行政手続のオンライン化支援業務委託公募型プロポーザル募集要項は、

姫路市公式ウェブサイトで提供する。



(https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000031319.html)  

⑵ 担当部署及び連絡先 

姫路市デジタル戦略本部デジタル戦略室庁内ＤＸ担当 

〒６７０－８５０１ 姫路市安田四丁目１番地 

電話：０７９－２２１－２３９５

 


